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20190927 第２回第２期部会資料１ 

 

 

第２期藤沢市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

 

１．計画の位置づけ 

（１）藤沢市の子どもの政策，施策を網羅する全体計画 

（２）子ども・子育て支援法に基づく法定計画 

  「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」及び「保育の量的拡大及び

確保」，「地域における子ども・子育て支援の充実」を図る。 

（３）次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画を一体的に策定（任意計画） 

（４）子どもの貧困対策の推進に関する法律及び子ども・若者育成支援推進法に基づ

く市町村計画を策定（努力義務） 
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２．計画の目指す基本的な方向性 

（１）対象 

   親の妊娠・出産期を含む，すべての子ども・若者，子育て家庭 

（２）将来像（現行計画を継承しつつ，共育計画の視点を取り入れる） 

未来を創る子ども・若者が健やかに成長する 子育てにやさしいまち 

～だれひとり取り残さない あたたかい地域共生社会を目指して～ 

（３）視点 

  ア 子どもの幸せを第一に考え，最善の利益が実現されるまち 

  イ 安心して子どもを産み健やかに育てることができるまち 

  ウ 社会全体で子ども・若者を支援し，自立することができるまち 

（４）基本目標 

ア 基本目標１ 子育て支援の充実 

イ 基本目標２ 親子の健康の確保及び増進 

ウ 基本目標３ 豊かな心を育む教育環境の整備 

エ 基本目標４ 子育てしやすい生活環境の整備 

オ 基本目標５ 仕事と家庭との両立の推進 

カ 基本目標６ だれひとり取り残さない 地域共生の推進 
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３．計画の構成 

第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景及び趣旨 

関連する法律，基本指針等の改定状況について記載 

２ 計画の位置づけ 

根拠法，本計画と関連する計画を掲載 

３ 計画の期間 

令和２年度から令和６年度までの５年間 

４ 計画の対象 

 

第２章 子ども・子育てにかかわる概況 

１ 藤沢市の子ども・子育てにかかわる概況 

人口推移，関連する事業の実績の推移等を記載 

２ 利用希望把握調査 

藤沢市子ども・子育て支援に関する利用希望把握調査 

藤沢市放課後児童クラブに関する利用希望把握調査結果を記載 

３ 第１期子ども・子育て支援事業計画の評価と課題 

関連する事業の評価や課題を記載 

 

第３章  計画の基本的な考え方 

１ 計画の目指す基本的な方向性 

将来像，視点，基本目標や体系とそれらの説明を記載 

 

第４章 子ども・子育て支援施策の展開 

（次世代育成支援対策推進法 行動計画策定指針を基本とする） 

 

第５章 幼児教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

１ 子ども・子育て支援新制度の概要 

２ 幼児教育・保育提供区域の設定について 

３ 幼児教育・保育の量の見込みと確保方策 

４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

５ 子ども・子育て支援給付にかかる教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保 

 

第６章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

２ 計画の実施状況の点検·評価 

 

以 上 


